
第１０１号議案   

 

 

 

新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の 

一部を改正する条例の制定について 

 

 

上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

令和７年１２月２日 

 

 

                                          新宮町長  桐 島 光 昭   

 

 

理 由 

 料金の徴収方法等の変更に伴い、新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管

理に関する条例等の一部を改正するもので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１号の規定により町議会の議決を求めるものである。 
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新宮町条例第   号 

 

 

    新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等 

の一部を改正する条例 

 

（新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例） 

第１条 新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（昭和５７

年新宮町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条第１項ただし書中「１０円未満」を「１円未満」に改める。 

（新宮町下水道条例の一部改正） 

第２条 新宮町下水道条例（平成２年新宮町条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１７条第１項ただし書中「１０円未満」を「１円未満」に改める。 

（新宮町水道条例の一部改正） 

第３条 新宮町水道条例（平成１０年新宮町条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

第２５条の見出しを「（料金及び算定）」に改め、同条中「別表第３及び

別表第４の」を「計量日の翌日から翌計量日までの水道料金及びメーター使

用料金の」に改め、同条ただし書中「１０円未満」を「１円未満」に改め、

同条に次の 1項を加える。 

２ 前項の料金は、別表第３及び別表第４に揚げる表により算定する。 

  第２６条第１項中「点検の」を「を計量した」に、「点検」を「計量」に

改め、同条第２項中「点検」を「計量」に改める。 

  第２７条を次のように改める。 

第２７条 削除 

  第２９条第２項中「点検」を「計量」に改める。 

  第３０条第１項中「料金は、」の次に「計量期間ごとに」を加え、同項た

だし書を削る。 

（新宮町簡易水道条例の一部改正） 

第４条 新宮町簡易水道条例（平成１０年新宮町条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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第２５条の見出しを「（料金及び算定）」に改め、同条中「別表第３及び

別表第４の」を「計量日の翌日から翌計量日までの水道料金及びメーター使

用料金の」に改め、同条ただし書中「１０円未満」を「１円未満」に改め、

同条に次の 1項を加える。 

２ 前項の料金は、別表第３及び別表第４に揚げる表により算定する。 

  第２６条第１項中「点検の」を「を計量した」に、「点検」を「計量」に

改め、同条第２項中「点検」を「計量」に改める。 

  第２７条を次のように改める。 

第２７条 削除 

 第２９条第２項中「点検」を「計量」に改める。 

  第３０条第１項中「料金は、」の次に「計量期間ごとに」を加え、同項た

だし書を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



（参考資料） 
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新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年新宮町条例第11号)新旧対照表 

改正後 改正前 

(使用料の算定) (使用料の算定) 

第10条 使用料の額は、使用者が排出した汚水

の量に応じ、別表に定めるところにより算出し

た合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗

じて得た額を加えた額とする。ただし、その額

に1円未満 の端数があるときは、その端数を

切り捨てる。 

第10条 使用料の額は、使用者が排出した汚水

の量に応じ、別表に定めるところにより算出し

た合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗

じて得た額を加えた額とする。ただし、その額

に10円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てる。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

 

 

新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号)新旧対照表 

改正後 改正前 

(使用料の額) (使用料の額) 

第17条 汚水を公共下水道に排出する場合の使

用料の額は、1月につき別表第2に定める基本

使用料と従量使用料の合計額に消費税及び地

方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額と

する。ただし、その額に1円未満 の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てる。 

第17条 汚水を公共下水道に排出する場合の使

用料の額は、1月につき別表第2に定める基本

使用料と従量使用料の合計額に消費税及び地

方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額と

する。ただし、その額に10円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てる。 

2 （略） 2 （略） 

 

 

新宮町水道条例(平成10年新宮町条例第8号)新旧対照表 

改正後 改正前 

(料金及び算定) (料金        ) 

第25条 料金は、計量日の翌日から翌計量日ま

での水道料金及びメーター使用料金の合計額

に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た

金額を加えた金額とする。ただし、1円未満 

の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

第25条 料金は、別表第3及び別表第4の       

                                 合計額に

消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金

額を加えた金額とする。ただし、10円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 

2 前項の料金は、別表第3及び別表第4に揚げる

表により算定する。 

 

(計量の期間) (計量の期間) 

第26条 計量の期間は、使用水量を計量した時 第26条 計量の期間は、使用水量点検の    時
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から次の時に至る間2か月間とし、国道495号

線を境として北側を奇数月、南側を偶数月とす

る。 

から次の時に至る間2か月間とし、国道495号

線を境として北側を奇数月、南側を偶数月とす

る。 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある

場合は、町長が別に計量の期間を定めるものと

する。 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある

場合は、町長が別に点検の期間を定めるものと

する。 

 

第27条 削除 

(料金の算定) 

第27条 水道料金の算定は、前条の規定により

行うものとし、点検を行わない月の料金は、基

本料金又は過去の実績等を勘案して概算算定

とする。この場合、次の点検において、これを

精算する。 

(特別な場合の料金の算定) (特別な場合の料金の算定) 

第29条 （略） 第29条 （略） 

2 前条各号の一に該当する場合は、前の計量月

時の使用水量とする。 

2 前条各号の一に該当する場合は、前の点検月

時の使用水量とする。 

3 （略） 3 （略） 

(料金の徴収方法) (料金の徴収方法) 

第30条 料金は、計量期間ごとに町長が発する

料金納付通知書に記載された金額を納期限ま

でに徴収する。                            

                                         

         

第30条 料金は、              町長が発する

料金納付通知書に記載された金額を納期限ま

でに納入する。ただし、町長が必要があると認

めるときは、2か月分まとめて徴収することが

できる。 

2 （略） 2 （略） 

 

 

新宮町簡易水道条例(平成10年新宮町条例第9号)新旧対照表 

改正後 改正前 

(料金及び算定) (料金        ) 

第25条 料金は、計量日の翌日から翌計量日ま

での水道料金及びメーター使用料金の合計額

に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た

金額を加えた金額とする。ただし、1円未満 

の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

第25条 料金は、別表第3及び別表第4の       

                                 合計額に

消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金

額を加えた金額とする。ただし、10円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 

2 前項の料金は、別表第3及び別表第4に揚げ

る表により算定する。 
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(計量の期間) (計量の期間) 

第26条 計量の期間は、使用水量を計量した時

から次の時に至る間2か月間とし、奇数月を使

用水量計量月とする。 

第26条 計量の期間は、使用水量点検の    時

から次の時に至る間2か月間とし、奇数月を使

用水量点検月とする。 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある

場合は、町長が別に計量の期間を定めるものと

する。 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある

場合は、町長が別に点検の期間を定めるものと

する。 

 

第27条 削除 

(料金の算定) 

第27条 水道料金の算定は、前条の規定により

行うものとし、点検を行わない月の料金は、基

本料金又は過去の実績等を勘案して概算算定

とする。この場合、次の点検において、これを

精算する。 

(特別な場合の料金の算定) (特別な場合の料金の算定) 

第29条 （略） 第29条 （略） 

2 前条各号の一に該当する場合は、前の計量月

時の使用水量とする。 

2 前条各号の一に該当する場合は、前の点検月

時の使用水量とする。 

3 （略） 3 （略） 

(料金の徴収方法) (料金の徴収方法) 

第30条 料金は、計量期間ごとに町長が発する

料金納付通知書に記載された金額を納期限ま

でに納入する。                            

                                         

         

第30条 料金は、              町長が発する

料金納付通知書に記載された金額を納期限ま

でに納入する。ただし、町長が必要があると認

めるときは、2か月分まとめて徴収することが

できる。 

2 （略） 2 （略） 

 


